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1．取扱期間 

令和6年12月9日（月）～令和7年2月28日（金） 

※お取扱期間中でも予定総額に達した場合にはお取扱を終了させていただくことが 

ございます。   

2．商品名 2024しみず冬CAN！一般コース 

3．取扱予定総額 100億円  （宝くじコース、一般コース合算） 

4．販売対象 個人の方 

5．対象資金 期間中に新たにお預入れいただいた資金 

6．預入期間 1年・3年・5年 （自動継続扱い、元利金継続または元金継続） 

7．預入単位 10万円以上（1円単位） 

8．預入方法 

通帳式（総合口座通帳・定期預金通帳） 

※お預入れは店頭のみとなります。 

※未成年のお客さまについては、総合口座通帳でのお預入れができませんので 

ご了承ください。 

9．対象となる定期預金 
自由金利型定期預金（Ｍ型）＜以下「スーパー定期」という＞ 1年・3年・5年もの 

自動継続扱いに準じた取扱いとなります。 

10．適用金利 

本キャンペーン定期の適用金利は、スーパー定期1年もの、スーパー定期3年もの、スーパー 

定期5年もののお預入れ日の店頭表示利率に年0.175％上乗せとなります。 

※金利上乗せ期間は、お預入れ時から初回満期日までの当初預入期間のみとさせて 

いただきます。 

※満期日以後の適用金利は、書換継続時のスーパー定期（初回お預入れ時に指定 

された預入期間のもの）の店頭表示利率とさせていただきます。 

11．利息 

①利払方法 

【単利型】預入期間1年ものは、満期日以後に一括してお支払いします。 

預入期間3年以上のものは、中間利払日以後および満期日以後に分割 

してお支払いします。 

中間利払日は預入日から満期日の 1年前の応当日までの間に到来する 

預入日の 1年毎の応当日とし、約定利率の 70％を中間利払利率 

（小数点第4位以下切り捨て）として計算します。 

中間利払利率＝約定利率×70％（小数点第4位以下切捨て） 

【複利型】満期日以後に一括してお支払いします。 

②計算方法 

【単利型】付利単位を 1円とし、1年を 365日とする日割で計算します。 

【複利型】付利単位を 1円とし、1年を 365日とする日割計算で 6カ月毎の複利で 

計算します。 

③課税方法 

・20.315％の源泉分離課税（国税 15.315％、地方税5％）が適用されます。 

ただし、マル優ご利用の場合は除きます。 

※利子所得にかかる税率は、原則 20％（国税15％、地方税 5％）ですが、 

平成25年1月1日から令和19年12月31日までは、 

所得税額（国税15％）に対して 2.1％の復興特別所得税が付与されます。 

12．手数料 不要です。 

13．金利情報の入手方法 
店頭または当行ホームページでご確認いただけます。 

詳しくは窓口へお問い合わせください。 
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14．中途解約 

・満期日前に解約する場合は、次のＡの利率を満期日前 

 解約利率とし、この利率がＢを下回る場合は、Ｂを満期日前解約利率とし、 

この預金とともにお支払いします。 

 Ａ．預入日における自由金利型定期預金（Ｍ型）の満期日までの期間（以下、約定期間と

いう）に応じた当行所定の方法で表示した利率（以下、店頭表示利率という）×別

紙の預入日から解約日までの期間（以下、預入期間という）に応じた掛目  

 Ｂ．解約日における普通預金の利率 

15．特記事項 

・本キャンペーン定期は預金保険制度の対象となります。 

・預金保険制度では、お一人様あたり「決済用預金の全額」および「決済用預金以外の 

 預金保険制度の対象となる預金等の元本 1,000万円までとその利息」が保護の対象と 

なります。 

・金利情勢等に伴い、今後予告なくキャンペーン内容の変更、継続または取扱いを中止 

する場合がございます。 

・総合口座通帳へお預入れいただいた定期預金は総合口座の担保とすることができます。 

※担保となる定期預金の合計額の 90%（1,000円未満は切捨てます）または、300万円の 

うちいずれか少ない金額が当座貸越の範囲内となります。 

※貸越利率は担保となる定期預金の預入利率（上乗せ金利を考慮したお預入れ時の利率（＝

約定利率））に0.5％上乗せした利率となります。 

16．契約している指定紛争

解決機関 

一般社団法人 全国銀行協会 

連絡先 全国銀行協会相談室 

電話番号  0570-017109または 03-5252-3772 
 



「2024 しみず冬 CAN！宝くじコース」商品概要説明書 
（株）清水銀行 

（令和 6 年 12 月 9 日 現在） 

1 

1．取扱期間 

令和6年12月9日（月）～令和7年2月28日（金） 

※お取扱期間中でも予定総額に達した場合にはお取扱を終了させていただくことが 

ございます。   

2．商品名 2024しみず冬CAN！宝くじコース 

3．取扱予定総額 100億円 （宝くじコース、一般コース合算） 

4．販売対象 個人の方 

5．対象資金 期間中に新たにお預入れいただいた資金 

6．預入期間 3年 （自動継続扱い、元金継続） 

7．預入単位 100万円以上（1円単位） 

8．預入方法 

通帳式（総合口座通帳・定期預金通帳） 

※お預入れは店頭のみとなります。 

※未成年のお客さまについては、総合口座通帳でのお預入れができませんので 

ご了承ください。 

9．対象となる定期預金 
自由金利型定期預金（Ｍ型）＜以下「スーパー定期」という＞ 3年もの 

自動継続扱いに準じた取扱いとなります。 

10．適用金利 

本キャンペーン定期の適用金利は、お預入日のスーパー定期 3年ものの店頭表示利率 

となります。 

※満期日以後の適用金利は、書換継続時のスーパー定期3年もの利率とさせていただきます。 

11．利息 

①利払方法 

【単利型】中間利払日以後および満期日以後に分割 

してお支払いします。 

中間利払日は預入日から満期日の 1年前の応当日までの間に到来する 

預入日の 1年毎の応当日とし、約定利率の 70％を中間利払利率 

（小数点第4位以下切り捨て）として計算します。 

中間利払利率＝約定利率×70％（小数点第4位以下切捨て） 

【複利型】満期日以後に一括してお支払いします。 

②計算方法 

【単利型】付利単位を 1円とし、1年を 365日とする日割で計算します。 

【複利型】付利単位を 1円とし、1年を 365日とする日割計算で 6カ月毎の複利で 

計算します。 

③課税方法 

・20.315％の源泉分離課税（国税 15.315％、地方税5％）が適用されます。 

ただし、マル優ご利用の場合は除きます。 

※利子所得にかかる税率は、原則 20％（国税15％、地方税 5％）ですが、 

平成25年1月1日から令和19年12月31日までは、 

所得税額（国税15％）に対して 2.1％の復興特別所得税が付与されます。 

12．手数料 不要です。 

13．金利情報の入手方法 
店頭または当行ホームページでご確認いただけます。 

詳しくは窓口へお問い合わせください。 

14．中途解約 

・満期日前に解約する場合は、次のＡの利率を満期日前 

 解約利率とし、この利率がＢを下回る場合は、Ｂを満期日前解約利率とし、 

この預金とともにお支払いします。 

 Ａ．預入日における自由金利型定期預金（Ｍ型）の満期日までの期間（以下、約定期間と 

いう）に応じた当行所定の方法で表示した利率（以下、店頭表示利率という）×別

紙の預入日から解約日までの期間（以下、預入期間という）に応じた掛目 

 Ｂ．解約日における普通預金の利率 
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15.進呈する宝くじ 

・令和7年 ドリームジャンボ宝くじ 

 令和8年 ドリームジャンボ宝くじ 

令和9年 ドリームジャンボ宝くじ 

※進呈する宝くじは「バラくじ」のみとなり、連番くじは取扱いできません。 

・景品としてお客さまに進呈する宝くじは、100万円あたり 5枚、300万円あたり20枚で、

3年間（計3回）進呈いたします。 

・進呈する宝くじは毎年 3 月末日を基準日とし、基準日に本定期預金の残高があるお客さ

まを進呈の対象とします。 

※なお、基準日以前に本定期預金を解約された場合は、宝くじをお受け取りになる権利 

は消滅します。 

※お客さまが当行に対して DM・セールス不要等のお届けをしている場合でも、「宝くじ番

号」を記載した「番号通知ハガキ」を郵送いたしますのであらかじめご了承ください。 

・満期日以後はスーパー定期 3年ものに自動継続となり、自動継続後は宝くじの進呈はあり

ません。 

【その他留意事項】 

・お客さまに進呈する宝くじは、当行にて保護預りとさせていただき、宝くじの現物は 

取扱いしません。またこの保護預り業務は株式会社みずほ銀行（以下、「みずほ銀行」と

いいます）に委託します。 

・お客さまに進呈する宝くじの番号は、「宝くじ番号」を記載した「番号通知ハガキ（以 

下「ハガキ」といいます）を郵送することでお知らせします。この業務はみずほ銀行に委

託します。 

・なお、「ハガキ」が宝くじの抽選日までに到着しない場合でも、宝くじの進呈は成立して 

います。この「ハガキ」は再発行いたしませんので、大切に保管してください。 

・「ハガキ」は、お客さまの基準日における当行へのお届け住所に、普通郵便で送付いたし 

ます。 

・この「ハガキ」では、宝くじが当せんした場合の当せん金の請求はできません。 

・お客さまの住所・氏名等に変更があったにもかかわらず、当行に対して所定の届出をなさ 

らなかった場合や、郵便事情等その他諸事情により「ハガキ」が不着・延着・返戻となっ

た場合は、通常到達すべき日に「ハガキ」が到達したものとみなし、当行およびみずほ銀

行はその一切の責任を負いません。 

・当行およびみずほ銀行は、宝くじの進呈、その保護預り、番号の通知、当せん確認 

および当せん金品の支払いに関連し、これに必要な限度において、お客さまの住所、 

氏名、口座番号、当せん情報等の個人情報の利用をさせていただきます 

・懸賞品は課税されますが、税金は当行が一括して支払います。 

・宝くじ全般にかかるお問合せについては、宝くじ公式サイトまたは、宝くじコールセンタ

ー（有料）にてご確認ください。 

※宝くじ公式サイト（https://www.takarakuji-official.jp） 

※宝くじコールセンター（0570-01-1192もしくは011-330-0777） 

受付時間10:30～18:30：土、日、祝日、年末年始を除く 
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16．特記事項 

・本キャンペーン定期は預金保険制度の対象となります。 

・預金保険制度では、お一人様あたり「決済用預金の全額」および「決済用預金以外の 

 預金保険制度の対象となる預金等の元本 1,000万円までとその利息」が保護の対象と 

なります。 

・金利情勢等に伴い、今後予告なくキャンペーン内容の変更、継続または取扱いを中止 

する場合がございます。 

・総合口座通帳へお預入れいただいた定期預金は総合口座の担保とすることができます。 

※担保となる定期預金の合計額の 90%（1,000円未満は切捨てます）または、300万円の 

うちいずれか少ない金額が当座貸越の範囲内となります。 

※貸越利率は担保となる定期預金の預入利率（上乗せ金利を考慮したお預入れ時の利率（＝

約定利率））に0.5％上乗せした利率となります。 

17．契約している指定紛争

解決機関 

一般社団法人 全国銀行協会 

連絡先 全国銀行協会相談室 

電話番号  0570-017109または 03-5252-3772 
 



別紙

3年未満のもの
3年以上4年
未満のもの
（複利型3年含む）

4年以上5年
未満のもの
（複利型4年含む）

5年のもの
（複利型5年含む）

6ヶ月未満
解約日における
普通預金利率

解約日における
普通預金利率

解約日における
普通預金利率

解約日における
普通預金利率

6ヶ月以上1年
未満

店頭表示利率
×50％

店頭表示利率
×40％

店頭表示利率
×40％

店頭表示利率
×30％

1年以上1年6ヶ月
未満

店頭表示利率
×70％

店頭表示利率
×50％

店頭表示利率
×50％

店頭表示利率
×40％

1年6ヶ月以上2年
未満

店頭表示利率
×70％

店頭表示利率
×60％

店頭表示利率
×60％

店頭表示利率
×50％

2年以上2年6ヶ月
未満

店頭表示利率
×70％

店頭表示利率
×70％

店頭表示利率
×70％

店頭表示利率
×60％

2年6ヶ月以上3年
未満

店頭表示利率
×70％

店頭表示利率
×90％

店頭表示利率
×80％

店頭表示利率
×70％

3年以上4年未満
店頭表示利率
×90％

店頭表示利率
×90％

店頭表示利率
×80％

4年以上5年未満
店頭表示利率
×90％

店頭表示利率
×90％

預
入
日
か
ら
解
約
日
前
日
ま
で
の
期
間

約定期間

掛目
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2024しみず冬 CAN！宝くじコース定期預金『景品規定』 

㈱清水銀行 

 

1. 景品とする当せん金付証票（「宝くじ」）の種類・発送頻度・枚数 

（1） 景品としてお客さまに進呈する宝くじは、宝くじを発売する都道府県および指定都市

から株式会社みずほ銀行（以下「みずほ銀行」といいます）が、発売事務を受託する

「ドリームジャンボ宝くじ」（以下「宝くじ」といいます）とします。 

（2） 令和 6 年 12月 9日(月)～令和 7 年 2月 28日(金)の間に「2024 しみず冬 CAN！宝くじ

コース定期預金」（以下「原預金」といいます）をお預入れいただいたお客さまに、   

景品として預入金額に応じて「宝くじ」を進呈いたします。 

（3） 景品としてお客さまに進呈する宝くじは、100 万円あたり 5 枚、300 万円あたり 20 枚

で、3年間（計 3回）進呈いたします。 

（4） お客さまに進呈する宝くじは「バラ」くじとなります。連番くじはお取扱いできませ

ん。 

（5） 進呈する宝くじが発売中止、発売延期、販売価格が変更になった場合等には、当初購

入予定相当額の他の宝くじ、または他の物品に代えさせていただく場合がございます。 

（6） お預け入れ金額に応じた宝くじの進呈枚数は次の通りとなります。 

 

（宝くじの種類と送付枚数の例） 

預入金額合計 1年目 2年目 3年目 合計

100万円以上 300円×5枚 300円×5枚 300円×5枚 15枚

200万円以上 300円×10枚 300円×10枚 300円×10枚 30枚

300万円以上 300円×20枚 300円×20枚 300円×20枚 60枚

400万円以上 300円×25枚 300円×25枚 300円×25枚 75枚

500万円以上 300円×30枚 300円×30枚 300円×30枚 90枚

600万円以上 300円×40枚 300円×40枚 300円×40枚 120枚

700万円以上 300円×45枚 300円×45枚 300円×45枚 135枚

800万円以上 300円×50枚 300円×50枚 300円×50枚 150枚

900万円以上 300円×60枚 300円×60枚 300円×60枚 180枚

1,000万円以上 300円×65枚 300円×65枚 300円×65枚 195枚

1,100万円以上 300円×70枚 300円×70枚 300円×70枚 210枚

1,200万円以上 300円×80枚 300円×80枚 300円×80枚 240枚

1,300万円以上 300円×85枚 300円×85枚 300円×85枚 255枚

1,400万円以上 300円×90枚 300円×90枚 300円×90枚 270枚

1,500万円以上 300円×100枚 300円×100枚 300円×100枚 300枚

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

送付枚数

ドリームジャンボ宝くじ

宝くじ種類

送付枚数

 

以降の預入金額についても、100万円あたり 5枚、300万円あたり 20枚を進呈いたします。 

原預金は 1円単位でお預け入れいただけます。預入金額に上限はありません。 
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2.宝くじの進呈スケジュールについて 

進呈する宝くじ 基準日 宝くじ番号のお知らせ時期

ドリームジャンボ宝くじ
（令和7年～9年）

毎年3月末日 毎年5月下旬
 

（1） 上記基準日現在で原預金の残高があるお客さまを進呈の対象とさせていただきます。 

基準日が銀行休業日にあたる場合は、前営業日を基準日といたします。 

（2） 基準日以前に原預金を解約された場合は、解約日以降に到来する宝くじお受け取りの   

権利は消滅いたします。また、宝くじの進呈は当初 3年間のみで、原預金の初回満期 

日以降は宝くじのお届けはいたしません。なお、満期後は、通常のスーパー定期預金 

3年ものとして、自動継続されます。 

 

３．宝くじの保護預りについて 

（1） お客さまに進呈する宝くじは、当行にて保護預りとさせていただき、宝くじの現物は 

お取扱いたしません。また、この保護預り業務はみずほ銀行に委託します。 

 

4．「番号通知ハガキ」の送付について 

（1） お客さまに進呈する宝くじの番号は、「宝くじ番号」を記載した「番号通知ハガキ」   

（以下「ハガキ」といいます）を郵送することでお知らせします。この業務はみずほ 

銀行に委託します。なお、「ハガキ」が宝くじの抽せん日までに到着しない場合でも、 

宝くじの進呈は成立しています。この「ハガキ」は再発行いたしませんので、大切に 

保管してください。 

（2） 「ハガキ」は、お客さまの基準日における当行へのお届け住所に、普通郵便で送付い 

たします。 

（3） お客さまが当行に対して諸通知不要のお届けをしている場合でも、この「ハガキ」は 

送付されます。 

（4） この「ハガキ」では、宝くじが当せんした場合の当せん金の請求はできません。 

（5） お客さまの住所・氏名等に変更があったにもかかわらず、当行に対して所定の届出を 

なさらなかった場合や、郵便事情等その他諸事情により「ハガキ」が不着・延着・返 

戻となった場合は、通常到達すべき日に「ハガキ」が到達したものとみなし、当行お 

よびみずほ銀行はその一切の責任を負いません。 
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5．当せん金のお取扱いについて 

（1） お客さまに進呈した宝くじの抽せん（「宝くじ日記念お楽しみ抽せん」を含む）は、 

当行が委託するみずほ銀行が行います。 

（2） 当せん金は原預金を作成時に利払口座として指定した普通預金口座にお振込みいた 

します（抽せん日より 1ヵ月以内）。なお当該普通預金口座をご解約された場合など 

で当せん金の入金が不能または遅延となった場合、当行およびみずほ銀行は当せん金 

のお受け取りにかかる一切の責任を負いません。 

（3） 宝くじの抽せんにはずれ、その年の 9月 2日に行われる「宝くじの日記念お楽しみ 

抽せん」にかかる当せんは、当せんされたお客さまにみずほ銀行から直接、カタログ 

商品ギフトを送付いたします。なお、送付先は基準日におけるお届けの住所とします。 

（4） 抽せんに外れた宝くじは、当行またはみずほ銀行で処分します。 

 

6．諸注意事項 

（1） 上記 1で定めた宝くじが販売されなかった場合、および所定の宝くじ販売の時期や価 

格、内容等が大幅に変更となった場合は、当行が所定の宝くじを上記 1で定めた数量 

分を購入するために見込んでいた金額と同程度の金額で購入できる他の宝くじ、ま 

たは他の物品等を景品として、事前にお客さまに通知することなく変更できるものと

します。 

（2） 当せん金品として、金銭以外の物品等が提供される場合については、当行とみずほ銀 

行で協議の上、適切に対応するものとします。 

（3） 進呈した宝くじの権利は第三者に譲渡・贈与または担保差入れすることはできません。 

 

7．個人情報について 

（1） 当行およびみずほ銀行は、宝くじの進呈、その保護預り、番号の通知、当せん確認 

および当せん金品の支払いに関連し、これに必要な限度において、お客さまの住所、 

氏名、口座番号、当せん情報等の個人情報の利用をさせていただきます。 

 

以上 

 

（2024年 12月 9日現在） 
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